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●
住
民
票
関
係
〔
世
帯
全
部
、
世

帯
一
部
、
記
載
事
項
証
明
等
〕

　

本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
以
外
の

方
が
請
求
す
る
場
合
は
、
原
則
と

し
て
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
票
コ
ー
ド
入
り
の

住
民
票
は
、
本
人
ま
た
は
同
一
世

帯
以
外
の
方
が
請
求
す
る
場
合
に

は
、
委
任
状
が
あ
っ
て
も
、
本
人

の
住
所
宛
に
郵
送
す
る
た
め
、
窓

口
で
代
理
人
に
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
了
承
く
だ
さ
い
。

●
戸
籍
関
係〔
全
部
事
項
証
明（
謄

本
）、一
部
事
項
証
明（
抄
本
）、

附
票
等
〕

　

本
人
、
配
偶
者
、
直
系
尊
属

（
父
、
母
、
祖
父
、
祖
母
等
）、
直

系
卑
属
（
子
、
孫
、
ひ
孫
等
）
以

外
の
方
が
請
求
す
る
場
合
は
、
原

則
と
し
て
委
任
状
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
ま
た
は

旅
券
、
運
転
免
許
証
、
船
員
手
帳
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

そ
の
他
官
公
署
が
発
行
し
た
免
許

証
、
ま
た
は
資
格
証
明
書
等
（
本

人
の
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の
に

限
る
）
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
ま
す
。

　

な
お
、
前
記
の
証
明
書
等
を
お

持
ち
で
な
い
方
は
、
次
の
内
か
ら

２
枚
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
２
枚
の
提
示
が
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

健
康
保
険
・
船
員
保
険
・
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
、
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
共
済

組
合
員
証
、
年
金
手
帳
、
各
種

年
金
証
書
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
写
真
な
し
）、
社
員
証
、

学
生
証
等

※
詳
細
は
、
市
民
課
市
民
係
ま
た

　

は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

戸
籍
・
住
民
票
の
写
し
等
の

交
付
請
求
に
つ
い
て

　

５
月
１
日
か
ら
、
戸
籍
・
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
戸
籍
・

住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
お
よ
び
各
種
届
出
を
す
る
場
合
に

は
、
本
人
確
認
が
よ
り
厳
し
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
成
り
す
ま
し
な
ど
に
よ
る
戸
籍
・
住
民
票
の
写

し
等
の
不
正
取
得
の
防
止
や
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、

戸
籍
法
お
よ
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
大
切
な
個
人
情
報
を
守
る

た
め
、
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
市
民
係
�　

‐
９
０
１
５

２１

ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

本
人
確
認
に
つ
い
て

5
月
1
日
か
ら
 

戸
籍
・
住
民
票
の
交
付
等
の 

　
　
　
　
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す 

運
転
免
許
証 

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ
び
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の

方
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
し
、

決
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
減
免
申

請
し
た
方
は
、
軽
自
動
車
税
の
減

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
減
免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持

ち
の
方
が
所
有
し
、
自
分
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る
軽
自
動
車

・　

歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳

１８な
ど
を
お
持
ち
の
方
の
家
族
が

所
有
し
、
専
ら
障
害
者
の
た
め

に
使
用
し
て
い
る
軽
自
動
車

※
た
だ
し
、
精
神
障
害
者
は
年
齢

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
に
必
要
な
書
類
等

・
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

・
運
転
免
許
証
の
写
し

・
印
鑑

※
家
族
の
方
が
運
転
し
て
い
る
場

合
は
、
運
転
免
許
証
の
写
し
は

運
転
者
の
も
の
で
す
。
ま
た
、

前
記
以
外
に
誓
約
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

▽
減
免
申
請
期
限

　

５
月　

日（
月
）

２６

※
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る

と
、
自
動
車
税（
県
税
）の
減
免

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
、
豊
岡
市
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成
事
業

お
よ
び
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事

業
も
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

※
「
一
定
の
要
件
」
や
減
免
申
請

の
方
法
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係

　

�　

－

９
０
４
５
ま
た
は
各
総

２１
合
支
所
市
民
生
活
課

身
体
な
ど
に
障
害
が
あ
る
方
の

軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す
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成　

年
４
月
１
日
以
後
に
終
了
す

２０
る
事
業
年
度
か
ら
の
申
告
は
、
左

表
の
税
率
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
均
等
割

は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係

　

�　

－

９
０
４
５

２１

　

法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
に
つ

い
て
は
、
市
町
合
併
に
伴
う
経
過

措
置
と
し
て
、
旧
市
町
ご
と
の
税

率
で
計
算
し
て
い
ま
し
た
が
、
平

法
人
市
民
税
（
法
人
税
割
）
の
税
率
が 

　
　
　
　
4
月
1
日
か
ら
変
り
ま
し
た 

〈法人市民税の法人税割の税率〉

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
の

２０

３１

事
業
年
度
分
に
係
る
も
の　

平
成　

年
４
月
1
日
以
後
終
了
す
る

２０

事
業
年
度
分
に
係
る
も
の　
　
　
　

税　率区　　　　　　分

１４．７％
　資本等の金額が１億円を超える法人、
または分割前の法人税額が４００万円を超
える法人豊岡地域

１３．８％上記以外の法人

１３．０％出石地域

１２．３％城崎・竹野・日高・但東地域

※６地域に複数の事務所を有する法人は、豊岡市全体の課税標準額を
地域ごとに人数按分し、それぞれの税率をかけ、それらを合算した
額が法人税割額になります。

税　率区　　　　　　分

１４．７％　資本等の金額が１億円を超える法人

１３．５％

　資本等の金額が１千万円を超え、１億円以下の法人、ま
たは資本等の金額が１千万円以下で、かつ、法人税額が４００
万円を超える法人（分割法人にあっては、分割前の法人税
額により判定する）

１２．３％
　資本等の金額が１千万円以下で、かつ、法人税額が４００
万円以下の法人（分割法人にあっては、分割前の法人税額
により判定する）

－平成20年度　市税等の納期ごよみ－
納期限

国民健康
保険税

軽自動車税
（市税）

自動車税
（県税）

固定資産税
（都市計画税）

市県民税
税等の
　区分

納期月

４月３０日（水）　　　　　　１期　　４月

６月２日（月）　　全期全期　　　　５月

６月３０日（月）　　　　　　　　１期６月

７月３１日（木）１期　　　　２期　　７月

９月１日（月）２期　　　　　　２期８月

９月３０日（火）３期　　　　　　　　９月

１０月３１日（金）４期　　　　　　３期１０月

１２月１日（月）５期　　　　　　　　１１月

１２月２５日（木）６期　　　　３期　　１２月

２月２日（月）７期　　　　　　４期１月

３月２日（月）８期　　　　４期　　２月

３月３１日（火）９期　　　　　　　　３月

※納期限までに取扱金融機関で納付してください。
※納期限を過ぎると、税額等によっては延滞金が加算される場合がありますので、注意ください。

《問合せ》税務課収税係�２３－１１１８および豊岡県税事務所課税第１課�２６－３６２８


